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子ども家庭部保育課 

 

３園民営化の必要性について 

 

１ ３園民営化する必要性について 

  公立保育園の民営化は、限られた財源や人材などの資源を最大限有効に活用し、

公立の保育園として担うべき役割を果たしつつ、本市全体の保育環境の維持・向上

を図るために、必要な手段です。 

 

２ 多様なニーズへの対応と民営化の園数比較 

多様なニーズや公立保育園の役割等 民営化の園数  

（現保育体制の維持） １園 

障がい児保育の拡大 

２園 

 

アレルギーのある児童に対する対応 

要保護児童・要支援家庭に対する対応 

民間保育所等に対する対応 

地域子育て支援機能の充実 

休日保育の実施 
３園※ 

（詳細は今後検討） 

 

延長保育の更なる延長 

一時預かり保育（緊急も含む。）の拡大 

 ※ 今後、新たなニーズにより新たなサービス拡充も必要となるため、３園目の民

営化の詳細を検討するにあたっては、その時点で拡充が必要となるサービスにつ

いても、改めて検討します。 

 

 


